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福岡県民泊施設受入対応強化補助金交付要綱 

＜住宅宿泊事業法（民泊）届出施設向け＞ 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、急増する外国人旅行者をはじめとする来福旅行者の宿泊需要に対応するため、

福岡県内の民泊施設における受入環境整備の取組みを支援することにより、旅行者の満足度や利

便性の向上、並びに受入対応の強化を図ることを目的とし、予算の範囲内において、福岡県民泊

施設受入対応強化補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとする。 

２ 当該補助金の交付については、福岡県補助金等交付規則（昭和 33 年福岡県規則第 5 号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「民泊施設」とは、住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第３条第

１項の届出により行う同法第２条第３項の事業に係る施設をいう。ただし、次の各号のいずれか

に該当する施設を除く。 

 （１）国及び地方公共団体が管理又は運営するもの 

（２）北九州市又は福岡市に所在する施設 

 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「事業者等」という。）は、福岡県内で民泊施設の届出を行った

者（以下「民泊事業者」という。）であって、第４条第１項に規定する事業を自らの費用負担で実

施する者とする。ただし、以下に該当する場合は、この補助金の交付の対象としない。 

 （１）暴力団又は暴力団員 

 （２）暴力団員が事業主又は役員であるもの 

 （３）暴力団と密接な関係を有するもの 

 （４）県税に滞納があるもの 

 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表１に定める事業とする。 

２ この補助金は、前項の事業を行うために必要な経費（以下「補助対象経費」という。）であって、

別表２に定める経費のうち、福岡県知事（以下「知事」という。）が必要かつ適当と認めるものに

ついて、予算の範囲内において交付するものとする。 

 

（補助率及び補助金の額） 

第５条 補助率等は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 補助額は、前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。 

 

（補助の期間） 
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第６条 この補助金の補助対象期間は、第８条に規定する交付決定の日から、当該年度の２月末日

までの間の補助事業の完了日とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者等（以下「補助事業者」という。）は、「福岡県民泊施

設受入対応強化補助金交付申請書」（様式第１号）により知事に申請しなければならない。 

２ 前項の交付申請書には、別表３に定める書類を添付しなければならない。 

３ 交付申請者は、補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該

金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、こ

の限りでない。  

 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第８条 知事は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容及び額について審

査し、規則第４条の規定により補助金を交付することが適当と認めるときは、交付決定を行い、

「福岡県民泊施設受入対応強化補助金交付決定通知書」（様式第２号）により補助事業者に対し通

知するものとする。 

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、条

件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第９条 交付申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等

の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、

交付決定の日から１０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第１０条 規則第５条の規定による交付決定に付する条件は次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更（軽微なものを除く。）をしようとするとき、若しくは補助事業を中止

し、又は廃止しようとするときは、「福岡県民泊施設受入対応強化補助金に係る補助事業の変更

（中止・廃止）承認申請書」（様式第３号）により知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が

困難となったときは、速やかに「福岡県民泊施設受入対応強化補助金に係る補助事業遂行状況

報告書」（様式第５号）により知事に報告しその指示を受けること。 

（３）前２号に掲げるものの他、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件。 

 

（軽微な変更） 

第１１条 前条第１項第１号に定める軽微な変更とは次のとおりとする。 
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（１）補助事業に要する経費が２０パーセント以内の減額となる内容の変更を行う場合。 

（２）補助事業の目的及び遂行に影響を及ぼさない範囲で、交付対象の規格、仕様の変更、その他補

助事業の軽微な内容の変更を行う場合。 

 

（状況報告） 

第１２条 規則第１１条の規定による報告は、「福岡県民泊施設受入対応強化補助金に係る補助事業

実施状況報告書」（様式第６号）によるものとし、必要に応じて別途知事が要求するところにより

報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１３条 規則第１３条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を受け

たときはその日）から１５日以内に、「福岡県民泊施設受入対応強化補助金に係る補助事業実績報

告書」（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）事業報告書（様式第７号の２） 

（２）補助対象経費収支決算書（様式第７号の３） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

（検査等） 

第１４条 知事は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対

して報告若しくは関係書類の提出を求め、若しくは帳簿、書類その他物件等を検査することがで

きる。 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 知事は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の

実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１０条に基づく承認をした場合は、その承認した内容）

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「福岡県民泊

施設受入対応強化補助金に係る額の確定通知書」（様式８号）により通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１６条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対して

精算払いを行うものとする。知事が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認める場

合には、補助事業者に対し、概算払いにより交付することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、「福岡県民泊施設受入対応強化補助金精

算払（概算払）請求書」（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１７条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）法令又は本要綱に基づく知事の処分若しくは指示に違反したとき。 

（２）知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と認められ
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る行為を行ったとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は交付決定の内容やこれに付された条件に

違反したとき。 

（４）補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

（５）交付決定後生じた事情の変更等で、補助事業の全部又は一部を継続することができないと判

断したとき。 

（６）第３条ただし書きに規定するものに該当することが明らかになったとき。 

２ 前項の規定は、第１５条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 

３ 知事は、第１項に基づく交付決定の取り消しを行ったときは、「福岡県民泊施設受入対応強化補

助金交付決定取消通知書」（様式第１０号）により補助事業者に速やかに通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１８条 知事は、前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合におい

て、既に補助金の交付を行っているときは、補助金を返還させることができる。 

２ 知事は前項に基づき補助金を返還させるときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知する。 

（１）返還すべき補助金の額 

（２）加算金及び延滞金に関する事項 

（３）返還期限 

 

（実績報告後の消費税等の取扱い） 

第１９条 補助事業者は、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等

仕入控除税額が確定したときには、「福岡県民泊施設受入対応強化補助金に関する消費税及び地方

消費税の仕入控除税額の確定に伴う報告書」（様式第１１号）により、速やかに知事に報告しなけ

ればならない。 

２ 知事は、前項の報告があったときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部を福岡県に返

還を命ずる。 

 

（実施状況の報告）  

第２０条 補助事業者は、交付申請書に基づく補助事業の実施状況について、「福岡県民泊施設受入

対応強化補助金事業計画実施状況報告書」（様式第１２号）により、補助事業が完了した日の属す

る年度の翌年度から２年の間、毎年度、指定する日までに知事に報告しなければならない。 

 

（補助金の経理） 

第２１条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、かつこれ

らの補助事業に関する書類を、補助事業が完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合は、その承認を受けた日）の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならな

い。 

 

（取得財産の管理及び処分の制限） 

第２２条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した
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交付対象物を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿って、その

効果的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加したと知事が認める交付対象物を、ほ

かの用途に使用、譲渡、交換、貸付、又は担保の用に供しようとするときは、あらかじめ「福岡県

民泊施設受入対応強化補助金に係る取得財産処分承認申請書」（様式第１３号）を知事に提出し、

その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認を行った場合は、「福岡県民泊施設受入対応強化補助金に係る取得財産処分

承認通知書」（様式第１４号）により補助事業者に通知するものとする。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分したことにより、収入がある又は収入があると見込ま

れるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

５ 第２項の承認が必要な財産は、当該財産の取得価格又は増加価格が５０万円以上の財産であっ

て、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期間を経

過していないものとする。 

 

（補助事業の公表） 

第２３条 知事は、必要と認めるときは、補助事業者の名称、代表者名、補助事業の内容等について

公表することができる。 

 

（その他） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の運用に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和２年９月２３日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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（別表１）補助対象事業等 

補助対象事業 

補助対象事業者が補助対象施設内において行う以下の事業 

１ 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 

２ パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応 

３ タブレット端末等の多言語補助機器の整備 

４ 共用部及び客室内のテレビの国際放送設備の整備 

５ 共用部及び客室内の無料公衆無線ＬＡＮ環境（Wi-Fi）整備 

６ 非常用電源装置の設置、情報機器への電源供給機器の設置 

７ 新型コロナウイルス感染症対策を目的とした施設整備 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で
行う、施設及び設備の整備に係る備品の購入（改修工事を伴わないもの） 

８ その他、知事が受入対応の強化のために必要と認める事業 

補 助 率 補助対象経費の２分の１以内 

補 助 限 度 額 １民泊施設に対する補助金の上限は４０万円とする 
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（別表２）補助対象経費等 

 区分 対象経費 

補
助
対
象
経
費

（初
期
経
費
の
み
） 

設置・改修費 施設の整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費（工事施工の
ため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印
刷製本費及び設計監督料等をいう。） 

ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費等を含む。 

機器購入費 事業を行うにあたり必要な機器の購入 

初期導入費用 ホームページ制作費、システム構築費等 

印刷費 パンフレット作成費（デザイン、印刷費含む） 

そ の 他 
・ 国、地方公共団体等の補助金及び寄附金や広告収入などは、補助対象経費

から控除する。 

補 助 対 象 外 

経 費 

・ 補助対象事業に係る経費のうち、交付決定前の実施にかかった経費 

・ 設備、機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費 

・ マスク、消毒液等の消耗品費 

・ リース・レンタルによる設置機器に係る経費 

・ コンサルティングに係る経費 

・ 間接経費（消費税その他の租税公課、収入印紙代、各種サービスの月額利
用料、光熱水費、振込手数料等） 

・ 従業員等の人件費（交通費、宿泊費等）、飲食費等 

・ 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費 

・ 他の福岡県の補助制度の対象となった経費（福岡県の補助金を活用した地
方公共団体、その他の団体等の補助も含む） 

・ その他、事業目的に照らして直接関係しない経費など、知事が適切でない
と判断する経費 

 

 

（別表３）補助金交付申請に添付する書類 

（１） 事業計画書（１）（様式第１号の２） 

（２） 事業計画書（２）（様式第１号の３） 

（３） 補助事業内容が確認できる書類（仕様書、図面、施工場所の写真、工程表、補助対象経
費の積算が確認できる書類等） 

（４） 見積書（２社以上） 

（５） 標識の写し等住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」であることを確認できる書類 

（６） 誓約書（様式第１号の４） 

（７） 役員名簿（様式第１号の５） 

（８） その他知事が必要とする書類 

 


